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■工事概要
医療ガス供給設備について

・医療ガスとは

⇒酸素や空気などの患者さまの治療に必要なガスを総称して「医療ガス」と呼んでいます。

・医療ガスの種類と主な用途

ガスの種類 主な用途

酸素 酸素療法、人工呼吸管理、麻酔管理

笑気 麻酔

治療用空気 人工呼吸管理、麻酔管理

吸引 吸引行為（喀痰吸引、手術中の出血）

医療ガスは病院施設の機能維持にとって重要な設備です。

現在の医療ガス供給設備は老朽化や渡り廊下を経由してガスを供給しているといった課題があります。

今回の建替えによって、災害に強く、安全で安心な病院機能を維持します。



■工事概要

現医療ガス供給設備
※工事後に解体予定新医療ガス供給設備



■工事概要
工事名称：神奈川県立足柄上病院医療ガス供給設備増築工事

工事場所：神奈川県足柄上郡松田町松田惣領866-1他

【主な増築工事 建物概要】

< 医療ガス供給設備増築 >

構造 鉄筋コンクリート造

規模 地上1階建

延床面積 60.75㎡



工事名

2025

基礎躯体工事

上部躯体工事

土工事

仮囲い他仮設工事、養生

2024

543

年

月 211211

足場仮設工事

外構工事

医療ガス工事

内装工事

外装工事

屋根工事

足場設置期間

■工事概要
【工事予定期間】

令和6年11月中旬

～令和7年5月末

【工事工程表】

工事名

外構工事

医療ガス工事

内装工事

外装工事

屋根工事

2025

基礎躯体工事

上部躯体工事

土工事

仮囲い他仮設工事、養生

2024

543

年

月 211211

足場仮設工事 足場設置期間



■施工要領

①作業時間及び休日について

作業時間は、午前8時30分より午後5時までとし、その前後30分は準備・片付け時間とします。

ただし、以下の作業については上記時間外に行う場合があります。

(１) 作業員の通勤車両の入退場

(２) 振動・騒音を殆ど伴わない軽微な作業

(３) 緊急を要する作業（台風対策、災害の復旧対策等）

(４) 警察・行政等の指導により、周辺道路への混雑防止のため大型重機の搬出入等、

やむを得ず操縦や深夜の作業を行う場合。

(５)工事の中断ができない作業（コンクリート打設及び打設後の押さえ作業等）



■施工要領

①作業時間及び休日について

原則として、以下の通りで計画しております。

日曜日及び祝祭日を休日とします。(土曜日は、作業いたします)

また、以下の作業については、休日に行う場合があります。

(１) 振動・騒音を殆ど伴わない軽微な作業

(２) 緊急を要する作業（台風対策、災害の復旧対策等）

仮囲いに工事週間予定表を掲示し、作業予定をお知らせいたします。



■施工要領

②騒音、振動の抑制について

・ご近隣の皆様に対して極力ご迷惑をお掛け

しないように最善の努力を致します。

低騒音・低振動型の重機の選定致します。

・重機作業については、適切な工法により工事の

騒音振動を低減するように努力いたします。

工事名

外構工事

医療ガス工事

内装工事

外装工事

屋根工事

2025

基礎躯体工事

上部躯体工事

土工事

仮囲い他仮設工事、養生

2024

543

年

月 211211

足場仮設工事 足場設置期間

騒音・振動が発生します。



■施工要領

③安全対策について

・工事中は周囲に仮囲いを設置し、工事関係者以外が入らないようにします。

・工事中の建物外周には事故の防止対策として、適切な養生設備を設置します。

・火災防止については、現場指定場所に消火器を設置します。



■施工要領

④工事車両について

・工事車両の通行には、通行者の安全優先を第一に運行いたします。また、必要に

応じて交通誘導員を配置して事故の未然防止対策を講じます。

・工事関係車両については周辺道路に駐車しないよう、指導教育を徹底します。

・工事場所への進入道路は適時、清掃・散水を行い、環境整備に努めます。

※別紙 搬入経路参照



■搬入経路

凡例

工事車両搬入ルート

工事車両搬出ルート

一般車両動線

駐車場
出入口

工事用車両
出入口

工事現場



■搬入経路

凡例

工事車両搬入ルート

工事車両搬出ルート

一般車両動線
駐車場
出入口

工事用車両
出入口

工事現場



■施工要領

⑤作業所の管理について

・作業員の風紀維持、安全衛生、防炎等について、責任を持って作業所の管理運営

を行います。

⑥近隣建物の保全について

・作業にあたりましては、万全の安全対策を施し、周辺建物等に影響を及ぼさないよ

う努めますが、万一、当工事に起因して周辺建物等に損傷を生じさせた場合には、

すみやかに適切な措置を講じ、当事者間で協議の上、修復させていただきます。



■施工要領

⑦その他

工事期間中は現場事務所を設置し、ご近隣様の連絡窓口として対応いたします。

お気づきの点がございましたら、ご連絡をお願いいたします。

連絡窓口の電話番号は仮囲いのお知らせ看板に掲示いたします。


